
条例適用申請に対する処分個票 

ID: 309
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 行為の許可 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例 第2条第1項 

例 規 番 号 平成26年条例第41号 

【根拠条文】 

(許可を要する行為) 

第2条 風致地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定める

ところにより、市長の許可を受けなければならない。 

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転 

(2) 建築物等の色彩の変更 

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 

(4) 水面の埋立て又は干拓 

(5) 木竹の伐採 

(6) 土石類の採取 

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137

号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の

促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同

じ。)の堆積 

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為で別表第1に掲げるものについては、同項

の許可を受けることを要しない。 

3 国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条

第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他のこれに準ずる機関で規則で定めるものが

行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等

の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

【基準】 

 根拠条文、第3条及び第5条の規定による。 

(適用除外) 

第3条 別表第2に掲げる行為については、前条第1項の許可を受け、又は同条第3項の規定によ

る協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あら

かじめ、市長にその旨を通知しなければならない。 

(許可の基準) 

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為が別表第3に掲げる基準に適合していると認め

るときは、同項の許可をするものとする。この場合において、市長が、同表に掲げる基準の

うち特例基準に該当すると認めるときは、あらかじめ、芦屋市附属機関の設置に関する条例

(平成18年芦屋市条例第5号)第2条の表に規定する芦屋市都市景観審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

2 第2条第1項の許可には都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合に

おいて、当該条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

別表第1(第2条関係) 
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1 都市計画事業の施行として行う行為 

2 国、兵庫県若しくは市又は都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市

街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為 

3 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

4 新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る建築物のその部分の床面積の合計が10平

方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが風致地区の種別ごとに

別表第3に掲げる高さの限度を超えることとなるものを除く。)の当該建築物の新築、改築又

は増築 

5 移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるものの当該建築物の移転 

6 次に掲げる建築物以外の工作物(以下「工作物」という。)の新築、改築、増築又は移転 

(1) 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物 

(2) 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの 

(3) 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台 

(4) 前3号に掲げる工作物以外の工作物で新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが

1.5メートル以下であるもの 

7 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で高さが1.5メートルを超えるのりを生ず

る切土又は盛土を伴わない当該土地の形質の変更 

8 次に掲げる木竹の伐採 

(1) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採 

(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

(4) 仮植した木竹の伐採 

(5) この表及び別表第2に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障

となる木竹の伐採 

9 第7項に掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石類の採取 

10 建築物等のうち屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のも

のの色彩の変更 

11 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 

12 面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下である土石、廃棄物又

は再生資源の堆積 

13 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為 

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

(2) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転 

イ 工作物のうち当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支

持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築

又は移転 

ウ 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更 

エ 高さが5メートルを超える木竹の伐採 

オ ウに掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石類の採取 

カ 建築物等の色彩の変更で第10項に掲げる行為に該当しないもの 

キ 高さが1.5メートルを超える土石、廃棄物又は再生資源の堆積 

(3) 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認

定電気通信事業をいう。以下同じ。)又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)

の用に供する線路(その支持物を含む。以下同じ。)又は空中線系でその高さが15メートル

以下のものの新築(有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改
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築、増築又は移転 

(4) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転 

イ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超え

る農道若しくは林道の設置 

ウ 宅地の造成又は土地の開墾 

エ 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。) 

オ 水面の埋立て又は干拓 

別表第2(第3条関係) 

1 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改

築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭

和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除

く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の

拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限

る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為 

2 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又

は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の新設及び改築(これらの自動

車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を

除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は管理に係る行為 

3 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る

行為 

4 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1.5メートル

を項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 

5 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに掲

げる業務に係る行為(前項に掲げる行為を除く。) 

6 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する

事項が準用されるものを含む。)に係る行為 

7 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為 

8 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩

壊防止工事の施行に係る行為 

9 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る

行為 

10 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為 

11 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 

12 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て

及び干拓を除く。) 

13 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫

その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為 

14 鉄道事業法(昭和61法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又

は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては駅等

の建設を除く。)又は管理に係る行為 

15 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施

設の管理に係る行為 

16 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為 

17 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為 
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18 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第

96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理

に係る行為 

19 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設

置又は管理に係る行為 

20 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第

6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされる施設を含

む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為 

21 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電

気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 

22 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容

するための施設の設置又は管理に係る行為 

23 有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容

するための施設の設置又は管理に係る行為 

24 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれ

らに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 

25 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電

の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為 

26 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を

主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為 

27 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業

用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法

(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補充するため設けられるポン

プ施設の設置又は管理に係る行為 

28 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為 

29 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、

同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定す

る埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の

規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

30 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された

指定有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された指定有形民俗文化財又は同条

例第31条第1項の規定により指定された指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

31 芦屋市文化財保護条例(平成元年芦屋市条例第7号)第5条第1項の規定により指定された

芦屋市指定文化財の保存に係る行為 

32 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条の規定による保全区

域整備計画に基づく事業の執行に係る行為 

33 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行

為 

34 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は兵庫県立自然公園のこれに相当

する事業の執行に係る行為 

35 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為 

別表第3(第5条関係) 

  許可の基準 

区分 一般基準 特例基準 

1 建築物(1) 仮設の建ア 建築物等の構造が容易に 
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等の新

築 

築物等 移転し、又は除却すること

ができるものであること。

イ 建築物等の規模及び形態

が新築の行われる土地及び

その周辺の土地の区域にお

ける風致と著しく不調和で

ないこと。 

(2) 地下に設

ける建築物

等 

建築物等の位置及び規模が新

築の行われる土地及びその周

辺の土地の区域における風致

の維持に支障を及ぼすおそれ

が少ないこと。 

(3) (1)及び

(2)以外の建

築物 

ア 建築物の高さが第1種風

致地区(以下「第1種」とい

う。)及び第2種風致地区

(以下「第2種」という。)

にあっては10メートル以

下、第3種風致地区(以下

「第3種」という。)にあっ

ては15メートル以下である

こと。 

建築物の位置、規模、形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和で

なく、かつ、敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる

場合は、左欄によらないこと

ができるものであること。 

イ 建築物の建ぺい率が第1

種にあっては10分の2以

下、第2種にあっては10分

の3以下、第3種にあっては

10分の4以下であること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 建築物の外壁の後退距離

は、次に掲げる基準による

ものであること。 

(ア) 道路に接する場合 

第1種にあっては3メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては2メートル以

上 

(イ) その他の場合 第1

種にあっては1.5メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては1メートル以

上 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

エ 建築物が接する地盤面の

高低差が6メートル以下で

あること。 

建築物の位置、規模、形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和で

なく、かつ、敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる
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場合は、左欄によらないこと

ができるものであること。 

オ 建築物の敷地面積に対す

る緑地率が第1種にあって

は10分の5以上、第2種にあ

っては10分の4以上、第3種

にあっては10分の3以上で

あること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

カ 建築物の位置、形態及び

意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域

における風致と著しく不調

和でないこと。 

(4) (1)及び

(2)以外の工

作物 

ア 工作物の高さが第1種及

び第2種にあっては10メー

トル以下、第3種にあって

は15メートル以下であるこ

と。 

工作物の位置、規模、形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和で

なく、かつ、敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる

場合は、左欄によらないこと

ができるものであること。 

イ 工作物の位置、規模、形

態及び意匠が新築の行われ

る土地及びその周辺の土地

の区域における風致と著し

く不調和でないこと。 

2 建築物

等の改

築 

(1) 建築物 ア 改築後の建築物の高さが

改築前の建築物の高さを超

えないこと。 

イ 改築後の建築物の位置、

形態及び意匠が改築の行わ

れる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著

しく不調和でないこと。 

(2) 工作物 ア 改築後の工作物の高さが

改築前の工作物の高さを超

えないこと。 

イ 改築後の工作物の規模、

形態及び意匠が改築の行わ

れる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著

しく不調和でないこと。 

3 建築物

等の増

築 

(1) 仮設の建

築物等 

ア 増築部分の構造が容易に

移転し、又は除却すること

ができるものであること。
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イ 増築後の建築物等の規模

及び形態が増築の行われる

土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく

不調和でないこと。 

(2) 地下に設

ける建築物

等 

増築後の建築物等の位置及び

規模が増築の行われる土地及

びその周辺の土地の区域にお

ける風致の維持に支障を及ぼ

すおそれが少ないこと。 

(3) (1)及び

(2)以外の建

築物 

ア 増築部分の建築物の高さ

が第1種及び第2種にあって

は10メートル以下、第3種

にあっては15メートル以下

であること。 

増築後の建築物の位置、規

模、形態及び意匠が増築の行

われる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著し

く不調和でなく、かつ、敷地

について風致の維持に有効な

措置が行われることが確実と

認められる場合は、左欄によ

らないことができるものであ

ること。 

イ 増築後の建ぺい率が第1

種にあっては10分の2以

下、第2種にあっては10分

の3以下、第3種にあっては

10分の4以下であること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 増築部分の外壁の後退距

離は、次に掲げる基準によ

るものであること。 

(ア) 道路に接する場合 

第1種にあっては3メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては2メートル以

上 

(イ) その他の場合 第1

種にあっては1.5メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては1メートル以

上 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

エ 増築後の建築物が接する

地盤面の高低差が6メート

ル以下であること。 

増築後の建築物の位置、規

模、形態及び意匠が増築の行

われる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著し

く不調和でなく、かつ、敷地

について風致の維持に有効な

措置が行われることが確実と

認められる場合は、左欄によ
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らないことができるものであ

ること。 

オ 増築後の建築物の位置、

形態及び意匠が増築の行わ

れる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著

しく不調和でないこと。 

(4) (1)及び

(2)以外の工

作物 

ア 増築部分の工作物の高さ

が第1種及び第2種にあって

は10メートル以下、第3種

にあっては15メートル以下

であること。 

増築後の工作物の規模、形態

及び意匠が増築の行われる土

地及びその周辺の土地の区域

における風致と著しく不調和

でなく、かつ、敷地について

風致の維持に有効な措置が行

われることが確実と認められ

る場合は、左欄によらないこ

とができるものであること。

イ 増築後の工作物の規模、

形態及び意匠が増築の行わ

れる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著

しく不調和でないこと。 

4 建築物

等の移

転 

(1) 建築物 ア 移転後の建築物の外壁の

後退距離は、次に掲げる基

準によるものであること。

(ア) 道路に接する場合 

第1種にあっては3メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては2メートル以

上 

(イ) その他の場合 第1

種にあっては1.5メート

ル以上、第2種及び第3種

にあっては1メートル以

上 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

イ 移転後の建築物の位置が

移転の行われる土地及びそ

の周辺の土地の区域におけ

る風致と著しく不調和でな

いこと。 

(2) 工作物 移転後の工作物の位置が移転

の行われる土地及びその周辺

の土地の区域における風致と

著しく不調和でないこと。 

5 建築物等の色彩の変

更 

変更後の色彩が変更の行われ

る土地及びその周辺の土地の

区域における風致と調和する
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こと。 

6 宅地の造成、土地の

開墾その他の土地の形

質の変更 

ア 形質の変更後の土地の地

表面の形状その他の状態が

植栽その他の適切な措置が

行われることにより当該土

地の周辺の土地の区域にお

ける風致と著しく不調和で

なく、かつ、変更を行う土

地の区域における木竹の生

育に支障を及ぼすおそれが

少ないこと。 

イ 形質の変更を行う土地の

区域の面積が1ヘクタール

を超えるものにあっては、

高さが4メートルを超える

のりを生ずる切土又は盛土

を伴わないこと。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 区域の面積が1ヘクター

ル以上である森林で風致の

維持上特に重要であるもの

として、あらかじめ、市長

が指定したものの伐採を伴

わないこと。 

エ 緑地率が第1種にあって

は10分の5以上、第2種にあ

っては10分の4以上、第3種

にあっては10分の3以上で

あること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は、左欄に

よらないことができるもので

あること。 

オ 風致の維持に支障を及ぼ

すおそれが少ないこと。 

7 水面の埋立て又は干

拓 

ア 水面の埋立て又は干拓後

の地表面の形状その他の状

態が埋立て又は干拓を行う

土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく

不調和でないこと。 

イ 当該埋立て又は干拓を行

う土地及びその周辺の土地

の区域における木竹の生育

に支障を及ぼすおそれが少

ないこと。 

8 木竹の伐採 次のいずれかに該当し、か

つ、伐採の行われる土地及び

その周辺の土地の区域におけ

る風致を損なうおそれが少な

いこと。 
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ア 第2条第1項第1号及び第3

号に掲げる行為をするため

に必要な最小限度の木竹の

伐採 

イ 森林の択伐 

ウ 伐採後の成林が確実であ

ると認められる森林の皆伐

(区域の面積が1ヘクタール

以上である森林で風致の維

持上特に重要であるものと

して、あらかじめ、市長が

指定したものに係るものを

除く。)で伐採区域の面積

が1ヘクタール以下のもの 

エ 森林である土地の区域外

における木竹の伐採 

9 土石類の採取 土石類の採取の方法が露天掘

りでなく(適切な埋戻し又は

植栽を行うこと等により風致

の維持に著しい支障を及ぼさ

ない場合を除く。)、かつ、

採取を行う土地及びその周辺

の土地の区域における風致の

維持に支障を及ぼすおそれが

少ないこと。 

10 屋外における土石、

廃棄物又は再生資源の

堆積 

当該堆積を行う土地及びその

周辺の土地の区域における風

致の維持に支障を及ぼすおそ

れが少ないこと。 

備考 

1 この表において「建ぺい率」とは、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を

いう。 

2 この表において「外壁の後退距離」とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

当該建築物の敷地の境界線までの距離をいう。 

3 この表において「緑地率」とは、当該土地において規則で定める既存の良好な樹木等

が保存されている面積又は規則で定める風致の維持に有効な植栽その他の措置が行わ

れた面積の当該土地の面積に対する割合をいう。 

標準処理期間 
5日(芦屋市住みよいまちづくり条例に基づく建築物建築届と併せて申請し

た場合は16日) 

備考
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設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 312
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 まちづくり活動団体の認定 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市住みよいまちづくり条例 第19条の2第1項 

例 規 番 号 平成12年条例第16号 

【根拠条文】 

(まちづくり活動団体の認定等) 

第19条の2 市長は、市民等で構成され、住みよいまちづくりを推進することを目的とする団

体が次の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり活動団体として認定することがで

きる。 

(1) 活動の対象となる区域(以下「活動区域」という。)の面積がおおむね0．5へクタール

以上であること。 

(2) 組織の規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。 

(3) 組織が活動区域内の市民等(以下「地区住民等」という。)の2分の1以上で構成され、

構成員が10人以上であること。 

(4) 活動が、活動区域における地区計画等の導入又は維持及び保全を目的としているもの

であること。 

(5) 活動内容について、地区住民等に周知できる取組を行っているものであること。 

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請

しなければならない。 

3 まちづくり活動団体は、第1項で認定を受けた内容に変更が生じたときは、市長に届け出な

ければならない。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 314
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 まちづくり協定の認定 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市住みよいまちづくり条例 第21条の2第1項 

例 規 番 号 平成12年条例第16号 

【根拠条文】 

(まちづくり協定の認定等) 

第21条の2 まちづくり活動団体は、地域のまちづくりに関し、当該地域において遵守される

べき事項を定めたまちづくり協定を策定したときは、市長の認定を受けることができる。 

2 まちづくり活動団体は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めると

ころにより、市長に申請しなければならない。 

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく、その旨を告示し、ま

ちづくり協定書を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。 

4 地区住民等は、前項の告示の日の翌日から起算して2週間以内に、市長に対し、まちづくり

協定に関する意見書を提出することができる。 

5 市長は、前項の意見書が提出されたときは、速やかにその写しをまちづくり活動団体に送

付しなければならない。 

6 まちづくり活動団体は、前項の規定により意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対

する見解書を市長に提出しなければならない。 

7 市長は、前項の見解書が提出されたときは、当該見解書を速やかに公表しなければならな

い。 

8 市長は、第4項の意見書及び前項の見解書の内容等を考慮し、まちづくり協定の内容が、次

の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり協定を認定しなければならない。 

(1) まちづくり協定の目的となっている土地の区域(以下「協定区域」という。)の面積が

おおむね0．5ヘクタール以上であること。 

(2) まちづくり協定の目的となっている土地又は建築物等の利用を不当に制限するもの

でないこと。 

(3) まちづくり協定に定められた基準がまちづくりの目標及び方針に合致するものであ

ること。 

(4) 都市計画法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に沿った内容

であること。 

9 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申請者に通知しな

ければならない。 

10 まちづくり活動団体は、第1項の規定により認定を受けたまちづくり協定の内容を変更又

は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

11 第3項から第9項までの規定は、まちづくり協定の変更に準用する。 

12 市長は、第19条の3第1項の規定によりまちづくり活動団体の認定が取り消されたときは、

第8項の規定によるまちづくり協定の認定を取り消すことができる。 

13 市長は、第10項の規定によりまちづくり協定の廃止の申請があったとき又は前項の規定

によりまちづくり協定の認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申

請者に通知しなければならない。 
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【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 90日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 315
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 まちづくり協定の内容変更又は廃止の承認 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市住みよいまちづくり条例 第21条の2第10項 

例 規 番 号 平成12年条例第16号 

【根拠条文】 

(まちづくり協定の認定等) 

第21条の2 まちづくり活動団体は、地域のまちづくりに関し、当該地域において遵守される

べき事項を定めたまちづくり協定を策定したときは、市長の認定を受けることができる。 

2 まちづくり活動団体は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めると

ころにより、市長に申請しなければならない。 

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく、その旨を告示し、ま

ちづくり協定書を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。 

4 地区住民等は、前項の告示の日の翌日から起算して2週間以内に、市長に対し、まちづくり

協定に関する意見書を提出することができる。 

5 市長は、前項の意見書が提出されたときは、速やかにその写しをまちづくり活動団体に送

付しなければならない。 

6 まちづくり活動団体は、前項の規定により意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対

する見解書を市長に提出しなければならない。 

7 市長は、前項の見解書が提出されたときは、当該見解書を速やかに公表しなければならな

い。 

8 市長は、第4項の意見書及び前項の見解書の内容等を考慮し、まちづくり協定の内容が、次

の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり協定を認定しなければならない。 

(1) まちづくり協定の目的となっている土地の区域(以下「協定区域」という。)の面積が

おおむね0．5ヘクタール以上であること。 

(2) まちづくり協定の目的となっている土地又は建築物等の利用を不当に制限するもの

でないこと。 

(3) まちづくり協定に定められた基準がまちづくりの目標及び方針に合致するものであ

ること。 

(4) 都市計画法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に沿った内容

であること。 

9 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申請者に通知しな

ければならない。 

10 まちづくり活動団体は、第1項の規定により認定を受けたまちづくり協定の内容を変更又

は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

11 第3項から第9項までの規定は、まちづくり協定の変更に準用する。 

12 市長は、第19条の3第1項の規定によりまちづくり活動団体の認定が取り消されたときは、

第8項の規定によるまちづくり協定の認定を取り消すことができる。 

13 市長は、第10項の規定によりまちづくり協定の廃止の申請があったとき又は前項の規定

によりまちづくり協定の認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申

請者に通知しなければならない。 
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【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 15日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 319
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 門、塀、垣、石積み擁壁等の保存認定及び変更認定 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市都市景観条例 第13条の2第1項 

例 規 番 号 平成21年条例第25号 

【根拠条文】 

(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存認定) 

第13条の2 景観地区に関する都市計画において定められた門、塀、垣、石積み擁壁等の保存

認定に係る敷地面積の最低限度の特例により建築物の建築に供する目的で行う土地の区画

の変更を行う者は、あらかじめ、その計画が、まちなみを特徴づけている意匠を有するもの

の保存を行うことを目的としていることについて、規則で定めるところにより、申請書を提

出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた計画の変更を行おうとする

場合も、同様とする。 

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請

に係る計画を審査し、当該計画がまちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行

うことを目的としていると認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る計画がまちなみを特徴づ

けている意匠を有するものの保存を行うことを目的としていないと認めたとき、又は当該

申請書の記載によってはまちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行うことを

目的としているかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及び

その理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 320
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 認定工作物の計画の認定及び変更認定 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市都市景観条例 第15条第1項 

例 規 番 号 平成21年条例第25号 

【根拠条文】 

(認定工作物の計画の認定) 

第15条 景観地区内において、認定工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計

画が、前条第1項の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、

申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた認定工作物の計

画を変更して建設等を行おうとする場合も、同様とする。 

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請

に係る認定工作物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づい

て当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならな

い。 

3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る認定工作物の計画が前条

の規定に適合しないと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合する

かどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載

した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の認定工作物の建設等の工事(令第12条

に規定する工事を除く。)は、することができない。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 322
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 屋外広告物等の表示等の許可 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市屋外広告物条例 第6条第1項 

例 規 番 号 平成27年条例第54号 

【根拠条文】 

(許可) 

第6条 市の区域内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定める

ところにより、市長の許可を受けなければならない。 

2 市長は、広告物等が規則で定める基準に適合する場合に限り、前項の許可をすることがで

きる。 

3 市長は、第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる広告物等を除き、あらかじめ芦屋

市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号)第7条の2第1項の景観アドバイザー(以下「景

観アドバイザー」という。)の意見を聴くものとする。 

(1) 自家用広告物等 

(2) 管理用広告物等 

(3) 案内誘導広告物等 

(4) その他規則で定めるもの 

【基準】 

 根拠条文、第10条、第12条、芦屋市屋外広告物条例施行規則第3条及び第7条の規定による。

(適用除外) 

第10条 次に掲げる広告物等(第2号及び第3号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めると

ころにより、市長に届け出たものに限る。)については、第6条第1項及び第8条第1項から第

3項までの規定は、適用しない。 

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等 

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等 

(3) 公共的団体のうち規則で定めるものが公共的目的をもって表示し、又は設置する広告

物等で規則で定めるもの 

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札

等及びこれらを掲出する物件 

(5) 非常災害のため必要な応急措置として表示し、又は設置する広告物等 

(6) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定

める基準に適合するもの 

2 次に掲げる広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。 

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの 

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの 

(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等 

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物

等で規則で定める基準に適合するもの 

(5) 自動車に表示する広告物で規則で定めるもの 

(6) 人、動物又は車両(自動車を除く。)に表示する広告物 
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(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 

(8) 営利を目的としない活動のために表示する貼紙、貼札、広告旗、立看板及びこれらを

掲出する物件で規則で定めるもの 

3 次に掲げる広告物等については、第8条第1項の規定は、適用しない。 

(1) 禁止物件(第8条第1項第2号、第9号及び第10号に掲げる物件に限る。)に表示し、又は

設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの 

(2) 禁止物件に表示し、又は設置する管理用広告物等 

(3) 第12条の規定による許可を受けた広告物等 

(許可の特例) 

第12条 市長は、第6条第2項の規定にかかわらず、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公

衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、景観アドバイザーの意見を聴いて

同条第1項の許可をすることができる。 

(許可の基準) 

第3条 条例第6条第2項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。 

(適用除外の基準) 

第7条 条例第10条第1項第6号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。 

2 条例第10条第2項第1号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。 

3 条例第10条第2項第2号の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。 

4 条例第10条第2項第4号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。 

5 条例第10条第2項第5号に規定する規則で定める広告物は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名、若しくは商標若しくは自

己の事業若しくは営業の内容又は次項第1号に掲げる事項を表示する広告物 

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車でその使用の本拠

の位置が他の地方公共団体の区域内に存するものに当該地方公共団体の区域において適

用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物 

6 条例第10条第2項第8号に規定する規則で定める営利を目的としない活動のために表示す

る貼紙、貼札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 

(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、

集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。 

(2) 表示期間が貼紙、貼札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であること。 

(3) 表示面積が、貼紙及び貼札にあっては0．5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあ

っては2平方メートル以下であること。 

(4) 貼紙を掲出する物件の表示に供する部分の面積は、2平方メートル以下であること。 

(5) 広告主又は広告物等管理者の個人名又は団体名及び連絡先が表記されていること(自

己の敷地に掲出されている場合を除く。)。 

7 条例第10条第3項第1号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。 

別表第1(第3条関係) 

条例第6条第2項に規定する基準 

1 共通基準 

(1) 位置、形状、面積、材料、色彩及び意匠等を周囲の景観と調和したものとすること。

(2) 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾を

し、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。 
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(3) 照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な対策を講じる

ほか、夜間の景観に配慮すること。 

(4) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。けばけば

しいものとならないよう、色の組合せに配慮すること。 

(5) 建築物等に定着させて表示し、又は設置する広告物等の最上部の高さが、当該建築物

等の高さを超えないこと。 

(6) 点滅灯、回転灯、ネオンサイン、電光表示板又は発光ダイオードを利用するものその

他常時表示の内容を変えることができる広告物等(以下「LED等」という。)を表示し、又

は設置しないこと。ただし、LED等を使用するための合理的な理由があると認められ、必

要最小限であり、かつ、小規模なものを除く。 

(7) アドバルーンは使用しないこと。 

(8) 広告物に使用する1文字当たりの大きさは1平方メートル以下とすること。ただし、地

上からの高さが15メートルを超える箇所に掲出する場合は、2平方メートル以下とするこ

とができる。 

2 広告物等規制地域ごとの基準 

種別 広告物の種類 区分 基準 

(1) 

山麓

地域 

ア 全ての広

告物等 

(ア) 表示面

積の合計 

一団の土地又は建築物等につき、10平方メートル

以下とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(イ) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること

(条例第10条第2項第2号から第8号までに掲げるも

のを除く。)。 

(ウ) 色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が10を超える色及びその他の色相において彩度が

8を超える色を使用する場合においては、表示面

の面積の30分の1以下とすること。 

c Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が6を超える色及びその他の色相において彩度が4

を超える色(bに掲げる色を除く。)を使用する場

合においては、2色以下とし、かつ、表示面の面

積の5分の1以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

a 建築物の壁面から突出させないこと。 

b 広告旗は使用しないこと。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面(自

己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場の用

に供する部分の壁面をいう。以下同じ。)におけ

る広告物等の表示面積(テントを利用するもの及

び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含

む。以下同じ。)の合計は、当該壁面の面積の5分

の1以下とすること。 

(イ) 上端の

地上からの高

さ 

10メートル以下とすること。 
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(ウ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は5平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

5メートル以下とすること。 

エ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1以下とすること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

オ 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(2) 

住宅

地域 

ア 全ての広

告物等 

(ア) 表示面

積の合計 

一団の土地又は建築物等につき、20平方メートル

以下とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(イ) 数量 1事業所等につき、4枚(基、個)以下とすること

(条例第10条第2項第2号から第8号までに掲げるも

のを除く。)。 

(ウ) 色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が12を超える色及びその他の色相において彩度が

8を超える色を使用する場合においては、表示面

の面積の30分の1以下とすること。 

c Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が8を超える色及びその他の色相において彩度が6

を超える色(bに掲げる色を除く。)を使用する場

合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

広告旗は使用しないこと。 
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イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の

面積の5分の1以下とすること。 

(イ) 上端の

地上からの高

さ 

10メートル以下とすること。 

(ウ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

からの出幅 

建築物の壁面から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

道路上に表示し、又は設置しないこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は5平方メートル以下とし、

かつ、表示面積の合計は10平方メートル以下とす

ること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

7メートル以下とすること。 

オ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1以下とすること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

カ 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(3) 

複合

ア 全ての広

告物等 

色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 
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地域 b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が12を超える色を使用する場合においては、表示

面の面積の30分の1以下とすること。 

c 彩度が10を超える色(bに掲げる色を除く。)を

使用する場合においては、2色以下かつ表示面の

面積の3分の1以下とすること。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり20平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の

面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の

1以下)とすること。 

(イ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

等からの出幅 

建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、

道路境界線から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) 下端の

道路面からの

高さ 

歩道上に表示し、又は設置するものは2.5メート

ル以上とすること。 

(オ) その他

の表示方法 

道路上(歩道上を除く。)に表示し、又は設置しな

いこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は20平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は40平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

15メートル以下とすること。 

オ 自己の敷

地外に建植え

するもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は10平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は20平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

5メートル以下とすること。 

(エ) 相互間

の距離 

5メートル以上とすること。 
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カ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1以下(商業系地域にあっては、4分の1以下)と

すること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

キ 広告旗 (ア) 表示面

積 

1個当たり2平方メートル以下とすること。 

(イ) 相互間

の距離 

道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、

又は設置する場合にあっては、5メートル以上と

すること。 

ク 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(4) 

芦屋

川特

別地

域 

ア 全ての広

告物等 

(ア) 表示面

積の合計 

一団の土地又は建築物等につき、10平方メートル

以下(商業系地域を除く。)とすること(条例第10

条第2項第2号から第8号までに掲げるものを除

く。)。 

(イ) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下(商業系地域

を除く。)とすること(条例第10条第2項第2号から

第8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が10を超える色及びその他の色相において彩度が

8を超える色を使用する場合においては、表示面

の面積の30分の1以下とすること。 

c Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が6を超える色及びその他の色相において彩度が4

を超える色(bに掲げる色を除く。)を使用する場

合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

a 建築物の壁面から突出させないこと。ただ

し、商業系地域にあっては、この限りでない。 

b 広告旗は使用しないこと。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の

面積の5分の1以下とすること。 
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(イ) 上端の

地上からの高

さ 

10メートル以下とすること。 

(ウ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

からの出幅 

建築物の壁面から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

道路上に表示し、又は設置しないこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は2平方メートル以下(商業

系地域にあっては、5平方メートル以下)とし、か

つ、表示面積は4平方メートル以下(商業系地域に

あっては、10平方メートル以下)とすること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

5メートル以下(商業系地域にあっては、7メート

ル以下)とすること。 

オ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1以下とすること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

カ 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(5) 

南芦

屋浜

特別

地域 

ア 全ての広

告物等 

(ア) 表示面

積の合計 

一団の土地又は建築物等につき、10平方メートル

以下(商業系地域にあっては、20平方メートル以

下)とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(イ) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下(商業系地域
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にあっては、4枚(基、個)以下)とすること(条例

第10条第2項第2号から第8号までに掲げるものを

除く。)。 

(ウ) 色彩 a 各色相において最も彩度が高い色は使用しな

いこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が10を超える色及びその他の色相において彩度が

8を超える色を使用する場合においては、表示面

の面積の30分の1以下とすること。 

c Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が6を超える色及びその他の色相において彩度が4

を超える色(bに掲げる色を除く。)を使用する場

合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

a 建築物の壁面から突出させないこと。ただ

し、商業系地域にあっては、この限りでない。 

b 広告旗は使用しないこと。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり2平方メートル以下(商業系地域にあ

っては、5平方メートル以下)とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の

面積の10分の1以下とすること。 

(イ) 上端の

地上からの高

さ 

10メートル以下とすること。 

(ウ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

からの出幅 

建築物の壁面から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

道路上に表示し、又は設置しないこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は2平方メートル以下(商業

系地域にあっては、5平方メートル以下)とし、か

つ、表示面積は4平方メートル以下(商業系地域に

あっては、10平方メートル以下)とすること。 

(イ) 数量 1基(商業系地域にあっては、2基以下)とすること

(条例第10条第2項第2号から第8号までに掲げるも

のを除く。)。 
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(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

5メートル以下(商業系地域にあっては、7メート

ル以下)とすること。 

オ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の10分

の1以下とすること。 

(イ) 数量 1個とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

カ 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(6) 

沿道

沿岸

特別

地域 

ア 全ての広

告物等 

(ア) 表示面

積の合計 

一団の土地又は建築物等につき、20平方メートル

以下とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(イ) 数量 1事業所等につき、4枚(基、個)以下とすること

(条例第10条第2項第2号から第8号までに掲げるも

のを除く。)。 

(ウ) 色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が12を超える色及びその他の色相において彩度が

8を超える色を使用する場合においては、表示面

の面積の30分の1以下とすること。 

c Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が8を超える色及びその他の色相において彩度が6

を超える色(bに掲げる色を除く。)を使用する場

合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

広告旗は使用しないこと。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の

面積の5分の1以下とすること。 

(イ) 上端の

地上からの高

さ 

10メートル以下とすること。 

(ウ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広
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告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

からの出幅 

建築物の壁面から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) その他

の表示方法 

道路上に表示し、又は設置しないこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は5平方メートル以下とし、

かつ、表示面積は10平方メートル以下とするこ

と。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

7メートル以下とすること。 

オ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1以下とすること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 

カ 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

(7) 

広告

物誘

導特

別地

域 

ア 全ての広

告物等 

色彩 a 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色

において明度が9を超える色は使用しないこと。 

b Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度

が12を超える色を使用する場合においては、表示

面の面積の30分の1以下とすること。 

c 彩度が10を超える色(bに掲げる色を除く。)を

使用する場合においては、2色以下かつ表示面の

面積の3分の1以下とすること。 

イ 壁面を利

用するもの 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり20平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される壁面に

おける広告物等の表示面積の合計は、当該壁面の
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面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の

1以下)とすること。 

(イ) その他

の表示方法 

a 壁面の外郭線から突出させないこと。 

b 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広

告幕については、この限りでない。 

c 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚

(基)とする。 

ウ 壁面より

突出するもの 

(ア) 1個当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とする

こと。 

(イ) 建築物

等からの出幅 

建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、

道路境界線から1メートル以下とすること。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

4.5メートル以下とすること。 

(エ) 下端の

道路面からの

高さ 

歩道上に表示し、又は設置するものは2.5メート

ル以上とすること。 

(オ) その他

の表示方法 

道路上(歩道上を除く。)に表示し、又は設置しな

いこと。 

エ 自己の敷

地に建植えす

るもの 

(ア) 1基当た

りの表示面積 

1方向の表示面の面積は20平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は40平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

15メートル以下とすること。 

オ 自己の敷

地外に建植え

するもの 

(ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は10平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は20平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 2基以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) 上端の

地上からの高

さ 

5メートル以下とすること。 

(エ) 相互間

の距離 

5メートル以上とすること。 

カ 垣又は塀

を利用するも

の 

(ア) 表示面

積 

a 1個当たり5平方メートル以下とすること。 

b 広告物等が表示され、又は設置される面にお

ける広告物等の表示面積の合計は、当該面の5分

の1(商業系地域にあっては、4分の1以下)以下と

すること。 

(イ) 数量 2個以下とすること(条例第10条第2項第2号から第

8号までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 
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キ 広告旗 (ア) 表示面

積 

1個当たり2平方メートル以下とし、かつ、表示面

積の合計は8平方メートル以下とすること。 

(イ) 相互間

の距離 

道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、

又は設置する場合にあっては、5メートル以上と

すること。 

ク 置看板 (ア) 表示面

積 

1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下と

し、かつ、表示面積の合計は1平方メートル以下

とすること。 

(イ) 数量 1基とすること(条例第10条第2項第2号から第8号

までに掲げるものを除く。)。 

(ウ) その他

の表示方法 

道路上に掲出しないこと。 

3 案内誘導広告物等の基準 

区分 基準 

(1) 1方向の表

示面の面積 

ア イに掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。 

イ 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示

し、又は設置する場合にあっては、8平方メートル以下とし、かつ、

一の施設等への案内誘導に係るものの表示面積は1平方メートル以下

とすること。 

(2) 上端の地

上からの高さ 

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める

場合又は(1)イに掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること

(建植えするものに限る。)。 

(3) 誘導距離 案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下とすること。 

(4) 相互間の

距離 

5メートル以上とすること(建植えするものに限る。)。 

(5) その他の

表示方法 

ア 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の

事項を表示すること。 

イ 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存す

る表示面の面積の4分の1以上とすること。 

ウ (1)イに掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠

等を原則として統一すること。 

4 広告物等の種類ごとの基準 

種類 区分 基準 

(1) 電柱を

利用するもの

ア 規格 (ア) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下と

し、横は0.45メートル以下とすること。 

(イ) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下

とし、1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下とす

ること。 

イ 数量 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるものともに各

1個とすること。 

ウ 下端の道

路面からの高

さ 

(ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車

道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以

上)とすること。 

(イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とす

ること。 

エ 表示・設 交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 
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置場所 

オ その他の

表示方法 

突出するものにあっては、次のいずれにも該当するもの

であること。 

(ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては

歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であるこ

と。 

(イ) 電柱から垂直に0.15メートル以上離して上下端を

塗装した帯鉄で取り付けるものであること。 

(2) 街灯を

利用するもの

ア 表示目的 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するため

のものとすること。 

イ 表示面積 1方向の表示面の面積は0.2平方メートル以下とするこ

と。 

ウ 数量 街灯1本につき、1個とすること。 

エ 下端の道

路面からの高

さ 

(ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車

道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以

上)とすること。 

(イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とす

ること。 

オ 表示・設

置場所 

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 

カ その他の

表示方法 

同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規

格を統一すること。 

(3) バス停

留所標識を利

用するもの 

ア 表示面積 表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。 

イ 数量 標識1本につき、1個とすること。 

ウ その他の

表示方法 

車両の進行方向から展望できない面に表示すること。 

(4) アーチ

を利用するも

の(アーケー

ド入口のアー

チを含む。) 

ア 表示目的 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するため

のものとすること。 

イ 下端の道

路面からの高

さ 

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあ

っては、2.5メートル以上)とすること。 

(5) アーケ

ードを利用す

るもの(一時

的に表示し、

又は設置する

ものを除

く。) 

ア 表示面積 1方向の表示面の面積は0.5平方メートル以下とするこ

と。 

イ 数量 広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、

1個とすること。 

ウ 下端の道

路面からの高

さ 

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあ

っては、2.5メートル以上)とすること。 

エ その他の

表示方法 

同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規

格を統一すること。 

5 大規模小売店舗等において自家用広告物等を掲出する場合の特例基準 

(1) 要件 

ア 次のいずれかに係る自家用広告物等であること。 

(ア) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗 

(イ) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく消費生活協同組合が設置

する店舗のうち、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メート
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ルを超えるもの 

(ウ) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合が設置する店舗

のうち、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え

るもの 

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、小売業(飲食店業を除くものとし、物品

加工修理業を含む。)を行う店舗のうち、一の建物であって、その建物内の店舗面積

の合計が500平方メートルを超えるもの 

(オ) 飲食店業を行う店舗のうち、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が

1、000平方メートルを超えるもの 

(カ) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で自動車の

駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものを有する施設 

イ 設置しようとする自家用広告物等が、当該店舗等及び専らこれの用に供する自動車

又は自転車の駐車場所(以下これらを「駐車場」という。)への円滑な誘導に特に必要と

認められること。 

(2) 表示面積の合計に係る特例基準 

ア 2 広告物等規制地域ごとの基準の表(1)ア(ア)、(4)ア(ア)又は(5)ア(ア)(商業系地

域を除く。)の表示面積の合計を定める規定において、駐車場の場所を表示する広告物、

駐車場への進入路及び退出路を表示誘導する広告物、駐車場の満車又は空車を表示す

る広告物、駐車場を管制するための広告物並びにこれらに類する広告物のうち、自己の

名称、店名又は商標に係る表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の4分

の1以下であるもの(以下これらを「駐車場表示広告物等」という。)については、合計

5平方メートル以内に限り、表示面積に算入しないことができる。 

イ 2 広告物等規制地域ごとの基準の表(2)ア(ア)、(5)ア(ア)(商業系地域に限る。)又

は(6)ア(ア)の表示面積の合計を定める規定において、駐車場表示広告物等について

は、合計10平方メートル以内に限り、表示面積に算入しないことができる。 

(3) 数量に係る特例基準 

2 広告物等規制地域ごとの基準の表における数量を定める規定(置看板に係るものを除く。)

において、駐車場表示広告物等については、基数又は個数に算入しないことができる 

(4) 大規模小売店舗等における特例基準 

(1)ア(ア)から(オ)までに掲げる店舗のうち、店舗の用に供する部分の面積が10、000

平方メートルを超えるものについては、景観アドバイザーの意見を聴いたうえで、敷地

に接する道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を

いう。)ごとに、2 広告物等規制地域ごとの基準の表に掲げる基準を算定することがで

きる。 

6 自動車に表示する広告物等の基準 

種類 区分 基準 

(1) 宣伝車 色彩等 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないもの

とすること。 

(2) 路線バス((3)を

除く。) 

ア 表示面積 側部にあっては1側部につき3平方メートル以下と

し、後部にあっては1平方メートル以下とするこ

と。 

イ 色彩 彩度が8を超える色を使用する場合においては、

表示面の面積の2分の1以下とすること。 

ウ その他の

表示方法 

前部には、表示しないこと。 

(3) ラッピングバスア 数量 1車体につき、1広告とすること。 
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(印刷したフィルムを

車体に貼り付ける方

法により表示する路

線バスをいう。) 

イ 色彩 彩度が8を超える色を使用する場合においては、

表示面の面積の2分の1以下とすること。 

ウ その他の

表示方法 

a 前部、底部及び両側部の前方5分の1の部分に

は、表示しないこと。 

b 写真を使用する場合においては、表示面の面

積の4分の1以下とすること。 

c 車両の設備と紛らわしくないものとするこ

と。 

d 文字数は過密にならないよう、必要最小限に

すること。 

e 車窓上部に文字情報を表示しないこと。 

別表第2(第7条関係) 

条例第10条第1項第6号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(公益上必要な施設又は物

件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準) 

区分 基準 

1 表示面積 0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件

の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下と

すること。 

2 数量 1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。 

3 色彩 (1) 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色において明度が9を

超える色は使用しないこと。 

(2) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が10を超える色及び

その他の色相において彩度が8を超える色を使用する場合においては、

表示面の面積の30分の1以下とすること。 

(3) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が6を超える色及び

その他の色相において彩度が4を超える色((2)に掲げる色を除く。)を

使用する場合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の1以下とす

ること。 

別表第3(第7条関係) 

条例第10条第2項第1号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(自家用広告物等に係る適

用除外の基準) 

種別 区分 基準 

1 山麓地域 (1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、2枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(1)(ア(イ)を除く。)に定める基準に適合して

いること。 

2 住宅地域 (1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(2)(ア(イ)を除く。)に定める基準に適合して

いること。 

3 複合地域 (1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、10平方メートル以下とすること。 
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(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(3)に定める基準に適合していること。 

4 芦屋川特別

地域 

(1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、3平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(4)(ア(イ)を除く。)に定める基準に適合して

いること。 

5 南芦屋浜特

別地域 

(1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、3平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(5)(ア(イ)を除く。)に定める基準に適合して

いること。 

6 沿道沿岸特

別地域 

(1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、3平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(6)(ア(イ)を除く。)に定める基準に適合して

いること。 

7 広告物誘導

特別地域 

(1) 表示面積

の合計 

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 

(2) 数量 1事業所等につき、3枚(基、個)以下とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(7)に定める基準に適合していること。 

別表第4(第7条関係) 

条例第10条第2項第2号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(管理用広告物等に係る適

用除外の基準) 

種別 区分 基準 

1 山麓地域 (1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、5平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、2枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(1)(ア(ア)及び(イ)を除く。)に定める基準に

適合していること。 

2 住宅地域 (1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、5平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(2)(ア(ア)及び(イ)を除く。)に定める基準に

適合していること。 

3 複合地域 (1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、10平方メートル

以下とすること。 
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(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(3)に定める基準に適合していること。 

4 芦屋川特別

地域 

(1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、3平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(4)(ア(ア)及び(イ)を除く。)に定める基準に

適合していること。 

5 南芦屋浜特

別地域 

(1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、3平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(5)(ア(ア)及び(イ)を除く。)に定める基準に

適合していること。 

6 沿道沿岸特

別地域 

(1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、3平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(6)(ア(ア)及び(イ)を除く。)に定める基準に

適合していること。 

7 広告物誘導

特別地域 

(1) 表示面積

の合計 

一団の土地又は一の建築物等につき、5平方メートル以

下とすること。 

(2) 数量 一団の土地又は一の建築物等につき、3枚(基、個)以下

とすること。 

(3) その他の

基準 

別表第1 1 共通基準及び2 広告物等規制地域ごとの

基準の表(7)に定める基準に適合していること。 

別表第5(第7条関係) 

条例第10条第2項第4号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(講演会等会場の敷地内の

広告物等に係る適用除外の基準) 

区分 基準 

1 表示面積 10平方メートル以下とすること。 

2 上端の地上か

らの高さ 

5メートル以下とすること。 

3 表示・設置場

所 

(1) 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合

は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。 

(2) 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又

は設置しないこと。 

4 その他の表示

方法 

(1) 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内

に必要な事項を表示すること。 

(2) 表示し、又は設置する期間を当該催物が開催される日の14日前

から当該催物が終了する日までとすること。 



条例適用申請に対する処分個票 

5 色彩 (1) 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色において明度が9

を超える色は使用しないこと。 

(2) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が10を超える色及

びその他の色相において彩度が8を超える色を使用する場合において

は、表示面の面積の30分の1以下とすること。 

(3) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が6を超える色及

びその他の色相において彩度が4を超える色((2)に掲げる色を除

く。)を使用する場合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

別表第6(第7条関係) 

条例第10条第3項第1号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(禁止物件の自家用広告物

等に係る適用除外の基準) 

区分 基準 

1 表示面積 5平方メートル以下とすること。 

2 数量 1物件につき、1枚(基)とすること。 

3 表示・設置場

所 

(1) 複合地域及び広告物誘導特別地域以外の地域においては、石

垣、擁壁その他これらに類するものに表示し、又は設置しないこ

と。 

(2) 物件の外郭線から突出させないこと。 

4 色彩 (1) 各色相において最も彩度が高い色及び無彩色において明度が9

を超える色は使用しないこと。 

(2) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が10を超える色及

びその他の色相において彩度が8を超える色を使用する場合において

は、表示面の面積の30分の1以下とすること。 

(3) Y(黄)、YR(橙)又はR(赤)の色相において彩度が6を超える色及

びその他の色相において彩度が4を超える色((2)に掲げる色を除

く。)を使用する場合においては、2色以下かつ表示面の面積の5分の

1以下とすること。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 



条例適用申請に対する処分個票 

ID: 323
担当部署: 都市建設部 都市計画課 

処分の概要 変更等の許可 

例 規 名

根 拠 条 項
芦屋市屋外広告物条例 第15条第1項及び第2項 

例 規 番 号 平成27年条例第54号 

【根拠条文】 

(変更等の許可) 

第15条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広

告物等を改造し、若しくは移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしよ

うとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならな

い。 

2 第6条第1項又は前項の許可を受けた者は、当該許可の期間満了後引き続き広告物等を表示

し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければ

ならない。 

3 第6条第2項及び第3項並びに第12条から前条までの規定は、前2項の許可について準用す

る。 

【基準】 

 根拠条文及び芦屋市屋外広告物条例施行規則第12条の規定による。 

(許可を要しない軽微な変更等) 

第12条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強

又は塗装替え 

(2) 広告物を掲出する物件に、許可の期間の範囲内で行う同一業務に関する広告物の取替

え 

標準処理期間 15日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 


